
第一種動物取扱業
動物取扱責任者の選任要件の改正について

『動物の愛護及び管理に関する法律』が改正され
令和2年6月１日より施行されました。

動物取扱責任者の選任要件が変わり、以下の①から④のいずれか
の要件を満たす必要があります。ただし経過措置として
令和2年5月までに登録されている事業所の責任者は、
令和5年5月31日までに、要件①～④のいずれかを満たすことで

事業の継続が可能です。

①獣医師の免許を取得していること

②愛玩動物看護士の免許を取得している事
（新設の国家資格の為、現時点での該当者なし）

③以下（A）、（B）の両方をを充たしている事

④以下（A）、（C）の両方を充たしている事

※『実務経験の評価や証明方法』、『1年以上教育する学校』、『資格』など
の詳細は、各地域で異なります。管轄する動物愛護センター（保健所）でご
確認ください。

（A）種別に係る半年以上
の実務経験

（A）種別に係る半年以上
の実務経験

（C）公平性、専門性のある団体が行っ
た試験により資格等を得ている事

（B）種別に係る知識及び技術について
1年以上教育する学校等を卒業

※以下のような場合には改正後の要件を満たす必要があります。
（経過措置は適応されません）
◇ 種別の追加
◇ 営業者が変わる（例：個人から法人への切り替えなど）
◇ 飼養施設を設置する（例：出張 ⇒ 使用施設を設けホテルを営む等）

※原則 令和2年5月までに登録済みの事業所での責任者変更や、登録の更
新については旧要件での手続きが可能です。（経過措置が適応）
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資料：動物取扱責任者の要件資格 （環境省）


